
令和６年度第１回高梁・新見地域医療構想調整会議（次第）                                              

                                                 日 時：令和６年７月１８日（木）13:30～14:45 

                                                 場 所：岡山県高梁地域事務所３階大会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題   

（１）地域医療構想の概要及び圏域における医療の現状と課題について 

 

 

 

（２）行政説明「地域医療介護総合確保基金事業」について 

  

 

 

以下【非公開】 
 

 （３）各医療機関における将来（2025年度後）に向けての方向性について   

     

    

     

（４）令和６年度高梁・新見地域医療構想調整会議の進め方（案）について 

 

 

 

 （５）質疑応答・意見交換 

 

 

 

（６）その他 

 

 

３ 閉 会（休憩） 

  



所　属（役職名） 氏　　名
会場
出席

ＷＥＢ
出席

代理出席者 就任日等

高梁医師会長 仲田　永造 ○

新見医師会長 吉田　徹 ○ R6.6.21～

大杉病院理事長・岡山県病院協会高梁支部長 菅田　吉昭 ○ R6.3.1所属変更

高梁中央病院長 戸田　桂介 ○ R6.3.1新任

高梁市国民健康保険成羽病院長 眞壁　幹夫 ○ R6.3.1新任

渡辺病院長 遠藤　　彰 ○ R6.3.1新任

長谷川紀念病院長・岡山県病院協会新見支部長 長谷川 賢也 ○ R6.3.1所属変更

新見中央病院長 治徳　通博 ○ 副院長　津崎龍一郎 R6.3.1新任

さきがけホスピタル院長・高梁・新見地域精神科病院代表 樋口　裕二 ○ R6.3.1所属変更

国際貢献大学校メディカルクリニック院長 河相　淳一郎 ○ R6.3.1新任

高梁歯科医師会専務理事 藤本　誠司 ○ R6.3.1新任

新見歯科医師会長 森下　徹也

岡山県薬剤師会高梁副支部長 小川　慎治 ○

岡山県薬剤師会新見支部長 渡邊　　誠 ○

岡山県看護協会高梁支部役員 遠藤　妙子 ○

岡山県看護協会新見支部長 石垣　優美子 ○ R6.4.1～

備北保健所高梁愛育委員会長 平井　妙子 ○ R6.5.13～

備北保健所新見愛育委員会長 平田　国子 ○

備北保健所高梁栄養改善協議会長 三宅　貴子 ○ R6.5.9～

備北保健所新見栄養改善協議会長 田澤　美保子 ○ R6.5.14～

高梁市老人クラブ連合会長 難波　康親 ○ R6.6.10～

新見市老人クラブ連合会長 小林　好文 ○ R6.5.17～

高梁市長 近藤　隆則 ○ 健康福祉部長　森昌士

新見市長 戎　　斉 ○ 副市長　根石憲司

高梁市消防本部消防長 三尾　宣行 ○ R6.4.1～

新見市消防本部消防長 山田　邦広 ○ R6.4.1～

岡山県介護支援専門員協会高梁支部長 山根　由美 ○

岡山県介護支援専門員協会新見支部長 冨谷　晴美 ○ R6.4.1～

地方職員共済組合岡山県支部主任 武下　佳奈 ○ R6.4.1～
※敬称略 29名 20名 8名 3名

【オブザーバー】

所　属（役職名） 氏　　名
会場
出席

ＷＥＢ
出席

岡山県医師会理事 太田　隆正 ○
※敬称略 1名 1名

【行政関係者】

所　属（役職名） 氏　　名
会場
出席

ＷＥＢ
出席

高梁市健康福祉部地域医療連携課主幹 惣田　美栄子 ○
新見市福祉部健康医療課長　　　　 小林　知江 ○
新見市福祉部健康医療課地域医療係長　　　　 杉野　賢二 ○
新見市哲多支局地域振興課長 藤井　智之 ○
岡山県保健医療部医療推進課主事 松田　佑香 ○
※敬称略 5名 3名 2名

【事務局：備北保健所】

所　属（役職名） 氏　　名

備北保健所所長 宮原　勅治

備北保健課長 猪元　信子

備北衛生課長 芦田　顕彦

新見地域保健課長 小椋　　泉

備北保健課保健対策班総括副参事 中川　京子

備北保健課地域保健班総括副参事 柳川　美香

新見地域保健課保健対策班総括主幹 沖野　雄一郎

新見地域保健課地域保健班総括副参事 北山　治子

備北保健課保健対策班副参事 川上　貴裕

備北保健課保健対策班主任 入江　えりこ

備北保健課保健対策班主事 林　杏奈
11名

令和６年度第１回高梁・新見地域医療構想調整会議　出席者名簿

欠席

【委員】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任期：令和６年３月１日～令和８年２月２８日



                                                                       

高梁・新見地域医療構想調整会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４の規定に基 

づき、高梁・新見地域の医療提供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現

に向けた関係者との協議及び調整等を行うため、高梁・新見地域医療構想調整会議（以

下「調整会議」という。）を設置する。 

  

（所掌事務） 

第２条 調整会議は、次に掲げる事項について協議及び調整等を行う。 

（１）地域医療構想の策定及び実現に関する事項 

（２）構想区域内における医療提供体制の課題に関する事項 

（３）病床機能報告制度による情報等の共有に関する事項 

（４）医療介護総合確保促進法に基づく県計画（地域医療介護総合確保基金の事業計画） 

  に盛り込む事業に関する事項 

（５）その他、目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 調整会議は、委員３５人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから県知 

事が委嘱又は任命する。 

（１）医師会の代表者 

（２）病院及び有床診療所の代表者 

（３）歯科医師会の代表者 

（４）薬剤師会の代表者 

（５）看護関係者の代表者 

（６）介護関係者の代表者 

（７）医療保険者の代表者 

（８）市町村の代表者 

（９）医療を受ける立場にある者 

（10）その他必要と認められる者（学識経験者等） 

 

（任期） 

第４条 調整会議の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 任期途中で退任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、任期終了後であっても、新たに委員が委嘱又は任命されるまでは、その職 

務を行うものとする。 

 

 

 



（議長及び副議長） 

第５条 調整会議に、議長及び副議長を置く。 

２ 議長は、委員の互選により定め、副議長は議長が指名する。 

３  議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。 

４  議長に事故があるときのほか、議事の内容により議長に重大な利益又は不利益が生 

  じるおそれがあると委員の過半数が認める場合は、副議長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 調整会議は、議長が必要の都度招集し、これを主宰する。 

２  議長は、必要に応じて調整会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くこ 

とができる。 

３  議長は、必要があると認めるときは、特定の事項について、関係のある委員のみで

調整会議を開催することができる。 

４  会議は原則公開とし、患者情報や医療機関の経営に関する情報等を扱う場合には、

非公開とする。 

５  議長は、必要に応じてワーキンググループ等を設置し、意見を聴くことができる。 

 

（事務局） 

第７条  調整会議の庶務を司る事務局は備北保健所に置く。 

 

（雑則） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は議長が別に

定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２８年３月１日から施行する。 

この要綱は、令和６年１月１０日から施行する。 

 

 

 


